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-幹事報告- 

・本日例会後に指名委員会を開催致します。 

 御連絡させていただいた方は事務局へご移動 

 願います。 

・ハイライトよねやまが届いております。ご覧

ください。 

・中村会員のご協力により、インフルエンザ予

防接種を実施いたします。ご希望の方は、11

月 22日までに会長までご連絡ください。 

・訃報 

藤沢東RCの大先輩、二見幸雄様がご逝去され

ました。心よりお悔やみ申し上げます。 

-委員会報告- 

・出席報告 出席委員会 

・スマイル報告 スマイル委員会 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 なし 

配偶者誕生日  

横田昭一郎様(横田佳代子会員配偶者) 

   石神れい子様(石神邦孝会員配偶者) 

-卓話- 

 「マイナンバーについて」 

 TAO税理士法人 税理士 原進様 

点鐘 

開会 

ロータリーソング：「それでこそロータリー」 

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介  

ゲスト・スピーカー  

原進様（TAO税理士法人） 

ビジター 須藤美矢子様（須藤会員奥様）、 

山口和弘様（須藤製作所総務課長）、 

伊藤康彦様（神奈川県職業能力開発協会） 

   上堀様

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・先日11月 11日（金）に藤沢北RCが行っ

ております「ロータリー花一杯プロジェクト」 

 をミナパーク近くの遊行通り交差点と藤沢橋 

 で行いました。鈴木市長、市川県議もお見え

になり、当クラブから会長、幹事と吉田成江

会員吉田新一会員が参加しました。生憎の天

気でしたが、地区行事を無事に終えました。 

・会長幹事会報告としては、主にピースウォー

クの話題でした。藤沢東RCの担当としては

出発とゴールの設営をすることになりました 

 よろしくお願い致します。 

・「新会員の集い」につきまして12/8に予定

しておりましたが、他クラブから２回を短期

間で行うのは多いのではないか、との意見も

あり年明けへ延期することになりました。 

・明日11/16に開催されるクラブ研修リーダ

ーのセミナーに対象者である山口会長エレク

トと河合研修リーダーが都合が悪いため、急

遽先程吉田新一次年度幹事に出席の方、お願

いしました。 

 よろしくお願いします。 

出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％）  メークアップ（名） 修正出席率 

１１月 １日 ３４（２７） ２１  ７ ７９.４１   ７９.４１  

１１月１５日 ３４（２７） ２１  ７ ７９.４１   
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          Bonne Chance 



-スマイル-       

村木スマイル委員長 

【石田能治 会長】 

原様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

【林葉之 幹事】 

原様 本日はようこそ藤沢東ロータリークラブに

お越しいただきありがとうございます。 

本日の卓話楽しみにしております。 

よろしくお願い致します。 

【入澤初子 会員】 

土屋先生、原先生本日はお世話になります。 

須藤美矢子さん、伊藤先生、ようこそおでかけ下

さいました。 

【山口俊明 会員】 

原進先生本日の卓話よろしくお願い致します。 

須藤様の奥様ようこそおいで下さいました。 

【小柴智彦 会員】 

原様 本日の卓話よろしくお願いします。 

須藤様（奥様）ようこそ。 

【吉田新一 会員】 

須藤様、伊藤様、山口様そして上堀様本日は藤沢

東RCへようこそ！TAO税理士法人原進先生、 

本日は土屋先生の御厚意による貴重なセミナー、

ありがとうございます。宜しくお願いします。 

【大坪加寿子 会員】 

原様 本日の卓話楽しみにしております。須藤様、

伊藤様、山口様、上堀様本日はようこそおこし下

さいました。 

【竹澤禎浩 会員】 

須藤様、伊藤様、山口様そして上堀様本日はよう

こそいらっしゃいました。 

-委員会報告- 

クリスマス家族会について  親睦委員会 

月日：12/20（火） 

時間：6:00 ～ 受付、 

6:30 ～ 開演 

場所：クリスタルホテル３Ｆ「フォンテーヌ」 

             水川親睦委員長 

詳細は、決まり次第ＦＡＸ等によりご案内申

し上げます。奮ってご参加願います。 

インフルエンザ予防接種について 

             中村宣夫会員 

例年行っておりました石神先生が御病気で

今年できないとのことで、代わって私が行いま

す。 

地区委員会の報告 

青少年奨学生とグローバル補助金、地区補助金 

の利用について 

      地区財団奨学委員会 小柴会員 

今年度は先日の選抜試験により 4 名が決ま

りました。 



-卓話者紹介- 

ＴＡＯ税理士法人代表 土屋善敬会員 

入澤プログラム委員長より、マイナンバーに

ついての説明会を開催して頂きたいとの要請が

ありました。私共の事務所の原さんに業務命令

にて指示をし、本日来てもらいました。 

 本日の説明をして頂く原先生です。 

略歴としましては、慶應大学経済学部出身で

す。大学時代ラグビーをやっていましたのでご

覧のとおり頑丈な身体をしております。その後

横浜銀行勤務を経て私共の事務所に入所して

10年経ちます。その間に仕事をしながら税理士

試験に合格しております。 

マイナンバーは総務省、国税庁、厚生労働省

にかかるもので、国税庁は私共事務所の関わる

ところですが、それ以外は本来専門外です。 

彼は勉強が好きで、かなりの勉強家で本日のマ

イナンバーについてもいろいろと税務面以外も

含めて研究をしておりますので頼みました。 

それでは「原先生よろしくお願いします！」 

-卓話-      

「マイナンバーについて」 

TAO税理士法人 税理士 原進 先生 

「マイナンバー制度について」 

マイナンバー制度を会社経営の視点からと

個人の側から見た対応を考えます。 

ＴＡＯ税理士法人の原と申します。本日はお

招きいただきましてありがとうございます。 

今、私共の土屋の方からご説明あったように

マイナンバーについては、本格的に運用が始

まるのはこれからでございます。 

 事例もなく教科書的なお話ししかできな

い、というのが正直なところでございます。 

官報のホームページに掲載されている資料

を抜粋して説明をさせていただきます。 

マイナンバー制度とはそもそもどういう

制度なのか 

 日本に住民票がある人は、外国人を問わず

年齢を問わず全員１２桁番号をふられます。 

厳密には個人に振られますが、一方法人にも

振られています。 

目的 

① 行政の効率化 

② 国民の利便性の向上 

③ 公平・公正な社会の実現 

☆個人個人の所得を国が把握することが容

易になってきます。 



説明資料 

社会保障、税。、災害対策の３つの分野におい

てマイナンバーが利用されることになっており

ます。 

学生・・・奨学金の申請、アルバイトするとき、 

     就職の際に勤務先に提出 

個人・・・確定申告の際に提出 

     結婚・子育ての際の一時金の申請時 

     退職のあと福祉・介護の手続きで市 

町村に申請する際に提出。 

     資産運用の手続きで金融機関へ。 

     ハローワークへの提出 

マイナンバーの提供を求められるケース 

「提供を求める者」と「提供する必要のある者」 

 「提供する必要のある者」

・給料退職金を受取る方々 

・報酬料金を受取る弁護士・会計士・税理士等 

・保険の外交員 

・原稿料・講演料を受取る人 

・不動産の貸付を行っている人 

・金融機関で投資をされている方々 

・預貯金の口座については平成30年以降。 

・生命保険・損害保険契約でも 

・非上場会社の配当を受ける方々 

・税務署・年金機構やハローワークの手続き上 

マイナンバーの「通知カード」と「マイナンバ

ーカード」について 

「通知カード」 

昨年の暮れに皆さん全員の手許に届いている

ものです。（証明書には利用できない） 

「マイナンバーカード」 

申請をして交付してもらうものであり、ＩＣチ

ップが入っていていろいろな証明書として利

用できますが、申請するのは自由です。 

 慌てずに申請しなくてもということで、様子

見の方が多いようです。



「マイナンバーカード」のメリット 

運転免許証などを持っていない人が証明書と

して利用できます。 

マイナンバーの必要な行政の主な手続き 

個人情報の管理運営を確保しているとの説明 

 「マイナンバーの情報が万が一漏洩したとし

ても、個人情報項目が全て広がる訳ではない。」 

マイナンバーには個人名住所くらいで、すぐに

危害が発生することは考えにくいがマイナンバ

ー自体が特定個人情報の対象になっていて、番

号自体を厳重に管理することになっています。 

 以上が、マイナンバー制度の概要です。 

続きまして 

マイナンバーに対する事業者の対応について 

事業者（民間事業者）も、従業員や扶養家族な

ども行政、税務手続き上マイナンバーと取扱い

ます。 

資料・・・民間事業者の取扱いの注意点 

 マイナンバーの４条項 

① 取得・利用・提供のルール 

② 保管・廃棄のルール 

③ 委託のルール 

④ 安全管理措置 

それぞれの条項毎に会社のすべきことを確

認していただきたいと思います。 



出席報告          狩野副委員長 

ビジター 

ビジター 

理事会風景 藤沢東RC新事務所において 

以上 総務省ホームページ、原先生資料等から引用 

☆個人番号収集の際に本人確認が必要 

本人確認は番号の確認・・・通知カードで確認

転できます。 

☆プラス身元確認が必要です。・・・他人のな 

りすましを防止するために、その番号が真に 

その人の番号なのかの身元を確認するために 

顔写真付きの証明書で確認する必要がある。 

「マイナンバーカード」は１枚で本人確認及 

び身元確認ができます。 

今年の年末調整から、マイナンバーの記載が必

要になっております。昨年と違う重要なのはマ

イナンバ－の収集・記載が変わっている所です。 

雇用保険・健康保険の関係でもマイナンバー

が必要です。 

年金については年金機構の対応の遅れで少し番

号の提供開始部分が遅れているという情報もあ

ります。 

例）給与所得の源泉徴収票 

時間ですので以上で説明を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 


